
常務理事会 

（第48事業年度・第９回 

平成25年11月６日常務理事会） 

 主な議事内容は次のとおりです。 

Ⅰ 審議事項 

１．監査基準委員会からの答申

『IAASBからの公開草案「財務諸

表に対する監査報告：新規及び改

訂版の国際監査基準」に対するコ

メント』に関する件 

国際会計士連盟（IFAC）の国際監

査・保証基準審議会（IAASB）から平

成25年７月に公表された公開草案「財

務諸表に対する監査報告：新規及び改

訂版の国際監査基準」に対する協会意

見を取りまとめた旨提案があり、審議

の結果、提案どおり承認された。 

２．中小事務所等施策調査会からの

答申『中小事務所等施策調査会研

究報告第６号「半期報告書に関す

る表示のチェックリスト」の改正

について』に関する件 

中小規模の監査事務所が、金融商品

取引法第193条の２第１項に基づく財

務計算に関する書類の中間監査におい

て、半期報告書に関する表示の確認を

実施する際の参考に資する「半期報告

書に関する表示のチェックリスト」の

見直しに当たり、東京会「監査表示チ

ェックリストプロジェクトチーム」に

その審議を委託し、中小事務所等施策

調査会研究報告第６号「半期報告書に

関する表示のチェックリスト」を改正

する旨提案があり、審議の結果、提案

どおり承認された。 

３．経営研究調査会からの答申に関

する件 

(1) 経営研究調査会研究報告「種類

株式の評価事例」について 

(2) 経営研究調査会研究報告第41号

「事例に見る企業価値評価上の論

点－紛争の予防及び解決の見地か

ら－」の改正について 

種類株式が資金調達の手段としてよ

り一層活用されるための実務の参考と

なるよう、比較的よく使われる権利を

付した種類株式の評価例について、経

営研究調査会研究報告第53号「種類株

式の評価事例」を取りまとめた旨、ま

た、企業会計審議会監査部会で「公認

会計士と依頼者との契約に基づいて行

われる非監査業務（株価算定等）のあ

り方」が検討事項として取り上げられ

たことを踏まえ、経営研究調査会研究

報告第32号「企業価値評価ガイドライ

ン」の改正を行ったことを受け、経営

研究調査会研究報告第41号「事例に見

る企業価値評価上の論点－紛争の予防

及び解決の見地から－」を改正するこ

ととした旨それぞれ提案があり、審議

の結果、提案どおり承認された。 

Ⅱ 報告事項 

１．IFAC-IAASBニューヨーク会議報

告に関する件 

２．IFAC-IESBAシドニー会議報告に

関する件 

３．IFAC-IPSASBトロント会議報告

に関する件 

平成25年９月16日から20日にかけて

ニューヨークにおいて開催された国際

会計士連盟（IFAC）－国際監査・保証

基準審議会（IAASB）会議、平成25年

９月16日から18日にかけてシドニーに

おいて開催された国際会計士連盟

（IFAC）－国際会計士倫理基準審議会

（IESBA）会議及び平成25年９月16日

から19日にかけてトロントにおいて開

催された国際会計士連盟（IFAC）－国

際公会計基準審議会（IPSASB）会議に

ついて報告があった。 

 

このほか、主な審議事項は次のとお

りです。 

○監査・保証実務委員会に対する諮問

事項及び専門委員会設置に関する件 

○租税相談員の任期延長に関する件 

○品質管理委員会「品質管理審査部会

」品質管理審査員の交代に関する件 

○修了考査運営委員会の委員の追加委

嘱に関する件 

○協会出版局発行出版物の刊行に関す

る件 

 

理事会 

（第48事業年度・第９回 

平成25年11月７日理事会） 

 主な議事内容は次のとおりです。 

Ⅰ 会長報告 

森会長から、プロジェクトチームの

開催・審議状況、税務業務部会への登

録について、会則第95条に基づく報告

があり、協議を行った。 

Ⅱ 審議事項 

１．監査基準委員会からの意見具申

『日本監査役協会・日本公認会計

士協会 共同研究報告「監査役等

と監査人との連携に関する共同研

究報告」』に関する件 

監査における不正リスク対応基準等、

新起草方針に基づく監査基準委員会報

告書への対応等を踏まえ、日本監査役

協会・日本公認会計士協会共同研究報

告「監査役等と監査人との連携に関す

る共同研究報告」を取りまとめた旨提

案があり、審議の結果、提案どおり承

認された。 

Ⅲ 報告事項 

１．税理士法改正を巡る動向等に関

する件 

平成25年10月21日開催の役員会以降

の動向について報告があった。 

２．「公認会計士の経営革新等支援

機関認定を促進するための登録証



明事務に係る手数料の無料化につ

いて」に関する件 

 当事業年度の事業計画の重点施策に

掲げられた「中小企業向け施策への関

与及びその推進」を踏まえ、中小企業

支援という社会貢献と公認会計士の活

躍の場の一層の拡大を目指す施策の一

環として、より多くの会員が経営革新

等支援機関の認定を受けやすくする環

境を整備することとし、経営革新等支

援機関の認定申請のために利用する登

録証明書の交付に係る手数料を当分の

間、無料化する旨報告があった。 

 

このほか、主な報告事項は次のとお

りです。 

○企業会計基準委員会審議事項に関す

る件 

○IFRS相談窓口の設置に関する件 

○平成25年秋の叙勲・褒章受章会員に

関する件 

以 上 

（総務本部長 中塚雅一） 

 


